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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特権エンティティが使用するスペクトル内で、前記特権エンティティと比較して前記ス
ペクトルに対して下位の権限を有する非特権エンティティとなる第１のノードが、チャン
ネルを選択するための方法であって、
　前記第１のノードにより利用可能なスペクトル内にある任意のスペクトルユニットを指
示するローカル有用性情報を生成するステップと、
　前記第１のノードが通信しようとしている第２のノードにより利用可能なスペクトルユ
ニットを指示する他ノード有用性情報を受信するステップと、
　前記ローカル有用性情報及び前記他ノード有用性情報に基づいて、前記第１のノードと
前記第２のノードの間で通信するために使用できる利用可能なスペクトルユニットを識別
するステップと、
　前記利用可能なスペクトルユニットのうちの１つ又は複数の利用可能なスペクトルユニ
ットを使用して前記第１のノードと前記第２のノードの間の通信を取り扱うためのチャン
ネルを選択するステップであって、前記チャンネルは、前記第１のノードと前記第２のノ
ードとの少なくとも一方についての前記１つ又は複数の利用可能なスペクトルユニットの
適合性評価に基づいて選択され、前記１つ又は複数の利用可能なスペクトルユニットの前
記適合性評価は、前記１つ又は複数の利用可能なスペクトルユニットについての残余放送
時間と放送時間の公平な共有量の最大値を取ることによって決定される、ステップと
　を備える、方法。



(2) JP 5694302 B2 2015.4.1

10

20

30

40

50

【請求項２】
　前記スペクトルは、少なくともＴＶスペクトルの一部を含み、
　前記スペクトルユニットは、前記ＴＶスペクトル内の既存のＴＶ放送チャンネルを備え
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記識別するステップは、前記ローカル有用性情報及び前記他ノード有用性情報の論理
交差を取ることにより実行される、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記選択するステップは、
　前記利用可能なスペクトルユニット内の各候補チャンネルの適合性評価を識別するステ
ップと、
　各候補チャンネルに与えられる前記適合性評価に基づいてチャンネルを選択するステッ
プと
をさらに備える、請求項１乃至３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　候補チャンネルに対する前記適合性評価は、前記第１のノードの視点からの適合性の評
価に基づく、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　候補チャンネルに対する前記適合性評価は、前記第１のノードと前記第２のノードとの
両方の視点からの適合性の評価に基づく、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも１つの候補チャンネルは、複数のスペクトルユニットから構成され、前記少
なくとも１つの候補チャンネルに対する適合性評価は、前記複数のスペクトルユニットの
各々に与えた適合性評価に基づく、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記方法は、特権エンティティによって以前のチャンネルが取得されたことに起因して
前記以前のチャンネルを喪失すると開始する、請求項１乃至７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記方法は、以前のチャンネルの悪化を検知すると開始する、請求項１乃至７のいずれ
かに記載の方法。
【請求項１０】
　個々のスペクトルユニットに対する前記適合性評価は、前記スペクトルユニットの現在
の稼働率を基本とする、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　個々のスペクトルユニットの前記適合性評価は、前記スペクトルユニットの使用に対し
て競合する幾つかのエンティティに基づく、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　個々のスペクトルユニットに対する前記適合性評価は、所与の式、
【数１】

　によって与えられ、ここで、ρｎ（ｃ）はノードｎの視点からのスペクトルユニットｃ
の期待される共有分であり、
【数２】

　はノードｎの視点からのスペクトルユニットｃの稼働率の単位であり、
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【数３】

　はスペクトルユニットｃに対して、ノードｎと競合する幾つかの他のエンティティであ
る、請求項７に記載の方法。
【請求項１３】
　前記候補チャンネルに対する前記適合性評価は、所与の式、

【数４】

　によって与えられ、ここで、ＭＣｈａｍｎ（Ｆ，Ｗ）は全体としての前記候補チャンネ
ルに対する前記適合性評価であり、前記候補チャンネルは中心周波数Ｆ及び幅Ｗを有して
おり、ＳＦはスケールファクタである、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のいずれかに記載の方法をコンピューティングデバイスに実行させる
コンピュータプログラム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のプログラムを記録したコンピュータ可読記録媒体。
【請求項１６】
　請求項１４に記載のプログラムを記録した記録媒体を有するコンピューティングデバイ
ス。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スペクトルのホワイトスペースおよび他の部分に対するネットワーク上のス
ペクトル割当に関する。
【背景技術】
【０００２】
　適切な規則を制定する機関は、無線通信スペクトルの特定部分の使用を規定する規則を
、時には見直す可能性がある。該機関は、技術の進歩、また消費者のニーズの変化を考慮
した見直しを始める可能性がある。一般に、規則の制定時に該当していた過去の検討事項
は、もはや有効に適用されないであろう。さらに、規則の制定時に予測していなかった新
規の検討事項が、現在では当て嵌まる可能性がある。
【０００３】
　規則の変更は、スペクトルの特定部分の有用性において著しい拡張を許容する可能性が
ある。しかし、上記変更は、重大な技術的課題も導入することになるかもしれない。例え
ば、アメリカ合衆国では、ＦＣＣは、最近になってＴＶスペクトルの使用を規定する規則
を修正した。歴史的に、規則により、テレビ送信および無線マイクロフォン用にスペクト
ルのその部分を確保してある。そのような認可されたエンティティは、本明細書では特権
エンティティという。ＦＣＣ裁定は、スペクトルのこの部分の使用を、他の無認可通信装
置に対して拡張している。しかし、ＦＣＣ裁定は、新規装置が特権エンティティを妨害す
ることは許されないとの見解を示している。上記無認可エンティティは本明細書では非特
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権エンティティと呼称するが、その理由としてそれらは特権エンティティと比較して利用
可能なスペクトルに対して下位の権限を有するためである。対照的に、ＩＳＭバンド（Wi
-Fi通信に使用）において通信装置の使用を規定するような制約はない。ＦＣＣ裁定の制
約の下、占有されていないＴＶスペクトル（通常、ホワイトスペースとして知られている
）を有効利用する装置を開発することは困難な仕事である。類似の規則変更および関連す
る課題が、他の規則制定管轄域およびスペクトルの他の部分に当て嵌まる可能性がある。
【０００４】
　他の場合において、無線スペクトルの特定の部分を規定する規則は変更がされてきてい
ない。ここで、例えば、スペクトルの使用を規定している従来のパラダイムを再検討する
ことにより、スペクトルをより効率良く使用する可能性も残っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第１２／１６３，１８７号明細書
【発明の概要】
【０００６】
　一例示的実施例によると、第２のノードと通信するために、第１のノードにより使用す
るチャンネルを選択するための構成が記載されている。通信は、特権エンティティによっ
ても使用されるスペクトルの一部の中で行われる。第１ノードと第２のノードは、特権エ
ンティティと比較されるスペクトに対して下位の権限を有する非特権エンティティを構成
している。構成は、スペクトルが第１のノードおよび第２のノードの両方の視点から評価
されるときに、どの特権エンティティによっても使用されていないことを意味する、第１
のノードおよび第２のノードの両方にとって利用可能であるスペクトルを識別することに
より動作する。次に、構成は、第１のノードおよび第２のノード間の通信を扱うために、
利用可能なスペクトル内からチャンネルを選択する。
【０００７】
　別の例示的特徴によると、構成は、適合性評価（例えば、ＭＣｈａｍ metric)を最初に
生成することにより、利用可能なスペクトル内の各候補チャンネルに対してチャンネルを
割当てる。次に、構成は、各候補チャンネルと関係する適合性評価に基づいて、最も適切
であると思われるチャンネルを選択する。
【０００８】
　別の例示的特徴によると、候補チャンネルは、様々な幅を有することができる。例えば
、任意の定められた候補チャンネルは、１つまたは複数のスペクトルユニットを包含でき
る。例えば、スペクトルユニットは、潜在的なＴＶチャンネルに対応してよい（一例示的
および非限定的な場合において）。構成は、その構成要素であるスペクトルユニットのた
めに適合性評価を最初に生成することにより、複数のスペクトルユニットを包含する候補
チャンネルについての適合性評価を生成できる。次に、構成は、その潜在的なスペクトル
ユニットと関連する適合性評価を組合わせることにより、全体としてチャンネルについて
の適合性評価を生成する。
【０００９】
　上記手法は、各種のシステム、コンポーネント、方法、コンピュータ可読媒体、データ
構造、製品、等において明らかにできる。
【００１０】
　この「発明の概要」は、概念の選択を紹介するために簡略した形式で提供されるが、こ
れらの概念は、下記の「発明を実施するための形態」でさらに説明される。この「発明の
概要」は、特許請求の範囲の内容の主要な特徴または重要な特徴を認定することを意図し
ておらず、特許請求の範囲の内容を限定するのに用いられることも意図していない。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】特権エンティティが無線通信スペクトルの一部を非特権エンティティと共有する
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例示的な環境を示す図である。
【図２】２つのスペクトルマップの論理交差を取ることによりスペクトル有用性の例示的
な導出を示す図である。
【図３】幅が変わるチャンネルをホストする利用可能なスペクトルの例示的な使用を示す
図である。
【図４】図１の環境内で、通信を行なうための例示的な通信装置を示す図である。
【図５】図４の通信装置で使用する例示的な通信管理モジュールの高レベルビューを示す
図である。
【図６】図４の通信装置で使用する時間ドメイン解析および周波数ドメイン解析を提供す
るための構成を示す図である。
【図７】時間ドメインで確保される信号の高レベルビューを示すグラフであり、チャンネ
ルの発見に適用されると、図６に示される時間ドメイン解析構成の動作の多様な態様を説
明するための伝達手段となるグラフを示す図である。
【図８】図４の通信装置の使用の際の例示的な通信モジュールを示す図である。
【図９】図５のチャンネル割当モジュールの動作について概観を提供する例示的な手順を
示す図である。
【図１０】チャンネルに対する適合性評価を生成するために、どのようにチャンネル割当
モジュールを使用できるかを説明する例示的な手順を示す図である。
【図１１】チャンネル割当モジュールが通信関係者にチャンネル選択をどのように伝える
ことができ、また、続いてチャンネル選択の適切性をどのように評価できるかを説明する
例示的な手順を示す図である。
【図１２】図４の通信装置により実行できる時間ドメイン解析の概観を提供する例示的な
手順を示す図である。
【図１３】線形検索戦略を使用してチャンネルを発見するのに、（図５の）チャンネル発
見モジュールをどのように使用できるかを説明する例示的な手順を示す図である。
【図１４】スタッガ検索戦略を使用してチャンネルを発見するのに、チャンネル発見モジ
ュールをどのように使用できるかを説明する例示的な手順を示す図である。
【図１５】チャンネルの喪失を識別し、また他の通信関係者へのチャンネルのその喪失を
通信するのに、（図５の）切断管理モジュールをどのように使用できるかを説明する例示
的な手順を示す図である。
【図１６】切断管理モジュールを、通信関係者がそのチャンネルを喪失したことを警告す
る通知情報を検知するのにどのように使用でき、また切断管理モジュールはその通知情報
に応答して別のチャンネルの選択をどのように始めることができるかを説明する例示的な
手順を示す図である。
【図１７】前述の図面で示される特徴の任意な態様を実施例するために使用できる例示的
な処理構成を示す図である。
【００１２】
　本開示及び図面を通して、同様のコンポーネントおよび特徴の参照には同一の符号が使
用される。一連の１００番代の番号は、図１で元々見られる特徴を示し、一連の２００番
代の番号は、図２で元々見られる特徴を示し、一連の３００番代の番号は、図３で元々見
られる特徴を示しており、他の番号も同様である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本開示は、特権エンティティが非特権エンティティとスペクトルを共有する環境におい
て、通信の多様な態様を扱うための構成について述べるものである。非特権ユーザは、下
記に詳しく説明されるように、特権のユーザと比較してスペクトルに対して下位の権限を
有する。また、構成は他のタイプの環境で使用することもできる。
【００１４】
　本開示は次のように系統化されている。セクションＡは、特権エンティティおよび非特
権エンティティを含む上記のタイプの環境で、通信を扱うための例示的システムを記述し



(6) JP 5694302 B2 2015.4.1

10

20

30

40

50

ている。セクションＢは、セクションＡのシステムの動作を説明する例示的な方法を記述
している。セクションＣは、セクションＡおよびセクションＢで記述した特徴の任意の態
様を実施例するために使用できる例示的な処理構成を記述している。
【００１５】
　前もって、幾つかの図には、構成、モジュール、特徴、要素、等と様々に呼称される１
つまたは複数の構造的コンポーネントのコンテクストで概念が記述されている。図に示す
多様なコンポーネントは、いかなる方法でも実施例でき、例えば、ソフトウェア、ハード
ウェア（例えば、個別論理コンポーネント、等）、ファームウェア等、またはそれら実施
例の組合せによるものである。ある場合において、図中で説明される多様なコンポーネン
トの個別のユニットへの分離は、実際の実施例において、対応する個別のコンポーネント
の使用に反映できる。代替的に、または追加で、図中で説明される任意の単一のコンポー
ネントは、複数の実際のコンポーネントにより実施例可能である。代替的に、または追加
で、図中の任意の複数の分離コンポーネントについての記述は、単一の実際のコンポーネ
ントにより実行される様々な機能に反映できる。次に検討される図１７において、図に示
される機能の一例示的実施例に関するさらなる詳細を提供する。
【００１６】
　他の図はフローチャートの様式で概念を記述する。この様式では、ある順序で実行され
る個別のブロックを構成するある動作について記述される。上記実施例は、例示であり限
定されない。本明細書で記述されるあるブロックは、単一の動作でグループ化および実行
でき、あるブロックは、複数のコンポーネントブロックに分割でき、および、あるブロッ
クは、本明細書で例示されるものとは異なる順序で実行できる（ブロックを実行するのと
類似する方法を含む）。フローチャートに示すブロックは、ソフトウェア、ハードウェア
（例えば、個別論理コンポーネント、等）、ファームウェア、手動処理、等、またはこれ
ら実施例の任意の組合せにより実施例することができる。
【００１７】
　専門用語として、「設定される」という語句は、いかなる種類の構成も識別された動作
を実行するよう構成することができるどのような方法も包含する。構成は、例えば、ソフ
トウェア、ハードウェア（例えば、個別論理コンポーネント、等)、ファームウェア、等
、および／またはそれらの任意の組合せの使用動作を実行するように設定することができ
る。
【００１８】
　「論理」という用語は、タスクを実行するための如何なる構成も包含する。例えば、フ
ローチャートで説明される各動作は、その動作を実行するための論理に対応している。
例えば、ソフトウェア、ハードウェア（例えば、個別論理コンポーネント、等）、ファー
ムウェア、等、および／またはそれらの任意の組合せの使用を実行することができる。
【００１９】
　Ａ．例示的システム
　Ａ．１.例示的環境
　図１は、特権エンティティおよび非特権エンティティが、無線通信スペクトルの一部を
共有する例示的な環境１００を示す。上述のように、特権エンティティは、非特権エンテ
ィティと比較してスペクトルに対して上位の権限を有するエンティティである。図１は、
２つの代表的特権エンティティ、即ち特権エンティティＭ１０２と特権エンティティＮ１
０４を示す。特権エンティティＭ１０２は、領域１０６に対応する影響範囲を有する。特
権エンティティＮ１０４は、領域１０８に対応する影響範囲を有する。一般に、影響範囲
は、任意の管轄権特有の規則および／または他の検討事項で定義されるように、エンティ
ティが受信でき、または別の方法で、特権エンティティ（１０２、１０４）により送信さ
れる信号によって影響を受ける受信領域の地理的な範囲を指す。図１は、４つの代表的非
特権エンティティ、即ち非特権エンティティＷ１１０、非特権エンティティＸ１１２、非
特権エンティティＹ１１４、および非特権エンティティＺ１１６を示す。
【００２０】
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　環境１００は、任意の規則制定管轄権（または非規則制定管轄権）によって管理される
任意のコンテクストの設定に対応できる。さらに、環境１００は、無線通信スペクトル（
例えば、電磁通信スペクトル）の任意の部分（または、複数からなる部分）で、通信でき
るようにする。説明を容易にするため、次の記述では、ＦＣＣがアメリカ合衆国内で管理
するような、環境１００がＴＶスペクトルの使用の拡張に対応する具体例を提示する。占
有されていないＴＶスペクトルは、通常、ホワイトスペースとして知られている。ＵＨＦ
スペクトルでは、この部分は、チャンネル３７を除いて、チャンネル２１（５１２ＭＨｚ
）からチャンネル５１（６９８ＭＨｚ）までの利用可能な帯域幅である１８０ＭＨｚを含
んでいるがこれに限定されない。付加的なＴＶスペクトルは、スペクトルのＶＨＦ部分に
おいて利用可能である。繰り返すと、この実施例は代表的かつ非限定的に解釈されるべき
である。本明細書で記述される原理は、無線通信スペクトルのどの特定の部分にも限定さ
れない。本原理は、いかなる特定の国または他の規則制定機関にも限定されない。
【００２１】
　ホワイトスペースの文脈において、特権エンティティは、テレビ送信機および無線マイ
クロフォンに対応する。これらエンティティは、スペクトルの認可を持つユーザを表して
いる、即ち、ＦＣＣが説明するように、これらエンティティは、スペクトルの元々の対象
ユーザおよびＴＶ放送チャンネルに対応するＴＶチャンネルである。非特権エンティティ
は、スペクトルの任意な他のユーザに対応する。ＦＣＣ裁定により、非特権エンティティ
は、その特権エンティティの通信領域内ならば、特権エンティティが現在使用しているス
ペクトルの一部で通信できない。さらに、もしも特権エンティティが、非特権エンティテ
ィにより使用されているスペクトルの一部で送信を開始するなら、非特権エンティティは
スペクトルのその部分を直ちに明け渡すことが適切であるとされる。これらの優先を基本
とする規則のため、特権エンティティは、非特権エンティティと比較してスペクトルに対
して上位の権限を有すると言われ、また非特権エンティティは、特権エンティティと比較
して下位の権限を有すると言われる。他の規則制定管轄権は、スペクトルへのアクセスを
規定する様々な規則を公布している。本明細書で記述する原理は、通信スペクトルの使用
を規定するなんら特定の規則に限定されない。
【００２２】
　図１は、非特権エンティティＺ１１６が任意のタイプのリソースへのアクセスを実現す
るアクセスポイント装置としての役割をする単なる代表的な場合を示す。例えば、リソー
スは、任意のタイプのネットワーク１１８を表すことができ、例えば、ローカルエリアネ
ットワーク、広域エリアネットワーク（例えば、インターネット）、電気通信ネットワー
ク、等である。他の非特権エンティティ（Ｗ１１０、Ｘ１１２、およびＹ１１４）は、ネ
ットワーク１１８（または、他のリソース）にアクセスするために、非特権エンティティ
Ｚ１１６と通信する。通常の適用において、例えば、非特権エンティティ（Ｗ１１０、Ｘ
１１２、およびＹ１１４）は、コンピュータ形式の装置であり、さらに非特権エンティテ
ィＺ１１６は、ネットワーク１１８にアクセスを実現する任意のタイプのルータまたは基
地局である。このコンテクストにおいて、非特権エンティティＺ１１６はマスタの役割で
動作し、一方、非特権エンティティ（Ｗ１１０、Ｘ１１２、およびＹ１１４）各々はスレ
ーブの役割で動作する。
【００２３】
　しかし、本明細書で記述する原理は、非特権エンティティ間の上記の関係に限定されな
い。別の場合において、任意の複数の非特権エンティティは、二地点間通信を使用して、
相互に通信できる。別の場合において、任意の複数の非特権エンティティは、メッシュネ
ットワークまたはアドホックネットワークのような任意のタイプのローカルネットワーク
を形成できる。非特権エンティティは、そのローカルネットワークを使い、それら自体の
中でローカルトランザクションを行ない、および／またはネットワーク１１８のような、
より網羅されたネットワークと互いに対話できる。さらに他のパラダイムおよびプロトコ
ルは、非特権エンティティ間の対話に適用できる。
【００２４】
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　次の記述において、非特権エンティティは、大きく総称してノードと呼称できる。この
ように、本原理の多くは、第２のノードと連通している第１のノードの一般的な構造で形
作られることができる。上記で説明したように、２つのノードは、マスタ／スレーブ関係
、ピアツーピア関係、等を有することができる。非特権エンティティは、任意の種類の通
信装置によって実施例可能である。次に記述される図４は、上記の１つの例示的な通信装
置を示す。
【００２５】
　専門用語についてだが、用語スペクトルユニットは、利用可能なスペクトルの任意の区
分を指す。例えば、ＴＶスペクトルは、幾つかのチャンネルに分割されるが、それらは本
明細書ではスペクトルユニットと呼称される。スペクトルの区分は、チャンネルではなく
スペクトルユニットと呼称されるが、その理由は、用語チャンネルが次の記述の過程で明
確にされる別のコンテクストで使用されるためである。一例として、ＴＶスペクトルは、
通常６ＭＨｚ広帯域スペクトル区分に区分けされるが、これは６ＭＨｚが個々のＴＶ放送
の送信の幅であるためである。欧州では、チャンネルは８ＭＨｚ広帯域である。
【００２６】
　無線スペクトルの同一部分における特権エンティティおよび非特権エンティティの使用
は、環境１００の３つの顕著な特性に寄与する。即ち、スペクトル変動、スペクトル断片
化、およびスペクトル一時性である。これらの特徴は、下記により詳細に考察される。
【００２７】
　スペクトル変動は、特定の領域に影響を及ぼす特権エンティティの数と種類が、場所に
よって変化することを意味する。例えば、特権エンティティＭ１０２が、総称的に「Ａ」
とラベルしたスペクトルユニットを使用していて、一方特権エンティティＮ１０４が、総
称的に「Ｆ」とラベルしたスペクトルユニットを使用していると仮定する。例えば、スペ
クトルユニットＡおよびＦは、ＴＶスペクトルのそれぞれのチャンネルに対応してよい。
領域１０６内の全てのエンティティは、スペクトルユニットＡで送信しながら、特権エン
ティティＭ１０２により影響を受けている。領域１０８内の全てのエンティティは、スペ
クトルユニットＦで送信しながら、特権エンティティＮ１０４により影響を受けている。
このため、非特権エンティティＷ１１０は、特権エンティティＭ１０２の存在によりスペ
クトルユニットＡを使用できないが、特権エンティティＮ１０４による抑制はない。非特
権エンティティＹ１１４および非特権エンティティＺ１１６は、特権エンティティＮ１０
４の存在によりスペクトルＦを使用できないが、特権エンティティＭ１０２による抑制は
ない。また、非特権エンティティＸ１１２は、特権エンティティＭ１０２および特権エン
ティティＮ１０４の両方の存在により、スペクトルユニットＡおよびＦを使用できない。
次の説明は、任意の非特権エンティティにとって利用可能であるスペクトルを制限するさ
らなる検討事項を示す。
【００２８】
　スペクトル断片化は、特権エンティティの存在が非特権エンティティへの送信に利用可
能であるスペクトルを分断することを意味する。例えば、非特権エンティティＸ１１２「
から見る」スペクトルを考えてみる。非特権エンティティＸ１１２は、スペクトルユニッ
トＡおよびスペクトルユニットＦのどちらでもない状態で送信できることを検知する。こ
のことは、スペクトルの利用可能部分が、スペクトルユニットＡおよびスペクトルユニッ
トＦが利用不可能であることにより断片化されることを意味する。即ち、利用可能なスペ
クトルの全体は、もはや連続したバンドを形成していないが、特権エンティティが使用す
るスペクトルユニット（この場合において、スペクトルユニットＡおよびスペクトルユニ
ットＦ）により相互に分断された塊に分割される。ここで、スペクトルユニットＡおよび
スペクトルユニットＦ間で利用可能な４つのスペクトルユニット（図２に記述されて示す
ように、総称的にラベル付けされたスペクトルユニットＢ、Ｃ、Ｄ、およびＥに対応する
）がある。しかし、一般に、任意の非特権エンティティ「から見る」とした場合の利用可
能スペクトルは、利用可能および利用不可能なスペクトルユニットの任意の分散を含むこ
とができる。
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【００２９】
　スペクトル一時性は、特定の領域に影響を及ぼす特権エンティティの存在が、時間とと
もに変化することを意味する。例えば、特権エンティティは、非特権エンティティに警告
無しで、任意な特定の時間に活動または非活動状態になることができる。例えば、ユーザ
は、警告無しで、任意な時間に無線マイクロフォンのスイッチを開閉できる。さらに、一
時性は、任意の特権エンティティおよび／または非特権エンティティが作動状態でいられ
ることから続いて起こる。例えば、図１は、特権エンティティＮ１０４が実行可能な作動
状態にあり、および非特権エンティティＸ１１２が実行可能な位置にあることを指し示し
ている。
【００３０】
　上記特性を念頭に置いて、非特権エンティティＷ１１０および非特権エンティティＹ１
１４が非特権エンティティＺ１１６と通信しようとする例を考察する。この場合、非特権
エンティティＷ１１０は、スペクトルユニットＡで動作している特権エンティティＭ１０
２により影響を受け、一方非特権エンティティＹ１１４および非特権エンティティＺ１１
６は、スペクトルユニットＦで動作している特権エンティティＮ１０４により影響を受け
る。全体的に妨害のない対話を確実なものにするため、非特権エンティティＷ１１０、Ｙ
１１４、およびＺ１１６間の対話が、非特権エンティティ（Ｗ１１０、Ｙ１１４、および
Ｚ１１６）全てに自由なチャンネルで行なわれることが望ましい。
【００３１】
　図２は、図式で上記概念を説明しており、ここで、識別された参照番号は図１に戻って
参照する。スペクトルユニットの最初の列は、最初のスペクトルマップに対応している。
このスペクトルマップは、非特権エンティティＷ１１０に利用可能であるスペクトルユニ
ットを表わす。スペクトルユニットの第２の列は、第２のスペクトルマップに対応してい
る。このスペクトルマップは、非特権エンティティＹ１１２に利用可能であるスペクトル
ユニットを表わす。スペクトルユニットの第３の列は、第３のスペクトルマップに対応し
ている。このスペクトルマップは、非特権エンティティＺ１１６に利用可能であるスペク
トルユニットを表わす。ある場合において、如何なる非特権エンティティも、特権エンテ
ィティの存在に対するスペクトルを走査することにより、そのスペクトルマップを生成で
きる。非特権エンティティは、また他の機構を使用してそのスペクトルマップも生成でき
る。例えば、非特権エンティティは、任意のタイプのデータベースから、または任意な他
の１つのノードもしくは複数のノードから、または他の任意なソース（もしくは、任意の
ソースの組合せ）から、その動作を抑制する特権エンティティに関する情報を取得できる
。例えば、非特権エンティティは、任意の機構（例えば、ＧＰＳ機構）を使用してその位
置を評価でき、次に、地理的な位置のようなデータベースを調べて、その付近の特権エン
ティティ(および、これら特権エンティティが使用する関連スペクトルユニット)を決定す
る。即ち、上記地理的な位置のようなデータベースは、それぞれの位置を基本にして動作
の抑制を識別できる。
【００３２】
　チャンネル割当モジュール（以下に詳細に記述される）は、３つのスペクトルマップの
論理交差（例えば、論理「ＯＲ」）を使って、非特権エンティティＷ１１０、Ｙ１１４、
およびＺ１１６に利用可能であるスペクトルの指示を形成する。この場合、チャンネル割
当モジュールは、利用可能なスペクトルが、図２の第４列で表されているようにスペクト
ルユニットＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、およびＧ等を含むことを判定する。本シナリオは簡略した例
を表しているが、一般に、チャンネル割当モジュールは、スペクトルマップを通信関係者
の大きなグループに対して、さらに複雑なスペクトルマップをそれぞれ有するよう組合わ
せることができる。
【００３３】
　次に、チャンネル割当モジュールは、通信を行なうのに利用可能なスペクトル内からチ
ャンネルを選択することにより動作する。その際に、チャンネル割当モジュールは、選択
すべき複数の候補チャンネルを有する。この趣旨を伝えるために、図３の図例を考える。
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ここで、チャンネル割当モジュールは、「Ｘ」とラベルしたスペクトルユニットを自由に
は使用できないと判定したが、何故なら、例えば、それら「Ｘ」は現在特権エンティティ
に使用されているからである。残りのスペクトルは、非特権エンティティ間の通信を実行
する際に使用するための利用可能なスペクトルを定義している。チャンネル割当モジュー
ルは、利用可能なスペクトルの任意な部分からチャンネルを選択できる。
【００３４】
　専門用語として、上記で説明したように、スペクトルユニットは、例えば、６ＭＨｚの
幅をそれぞれが有して、ＴＶスペクトルの以前存在していたチャンネルのような基礎をな
すスペクトルの一部に言及する。一つの上記代表的なスペクトルユニットは、スペクトル
ユニット３０２である。特権エンティティは、これらスペクトルユニットで通信する。チ
ャンネルは、非特権エンティティが通信を行なうために使用する利用可能スペクトルの一
部に言及する。チャンネルは、以下に記述するように、中心周波数および幅と関係してい
る。言い換えれば、スペクトルユニットおよびチャンネルの両方は、通信チャンネルの機
能的役割を担うが、次の説明では、明確にする理由で、その２つを区別する。
【００３５】
　ある場合において、全てのチャンネルは、同一の幅を有する。別の場合において、チャ
ンネルは、変化するチャンネル幅を有することができる。言い換えれば、チャンネルの幅
全てが同一である必要がない。例えば、ある場合において、チャンネル割当モジュールは
、単一スペクトルユニットだけにオーバーラップするチャンネルを選択する。別の場合に
おいて、チャンネル割当モジュールは、複数のスペクトルユニットにオーバーラップする
チャンネルを選択する。
【００３６】
　例えば、図３で示される例を考える。ここで、図３は幅が変わる例示のチャンネル３０
４を示している。最初のチャンネルは幅２０ＭＨｚを有し、５スペクトルユニットに及ぶ
。第２のチャンネルは、幅５ＭＨｚを有し、１スペクトルユニットにわたる。第３のチャ
ンネルは、幅１０ＭＨｚを有し、３スペクトルユニットに及ぶ。これらの例は、代表的な
ものであり、非限定的である。一般に、チャンネルは、利用可能なスペクトルの一部によ
り適応する任意の幅を有し、任意の数のスペクトルユニットにオーバーラップできる。
【００３７】
　各チャンネルは、幅をＷ、および中心周波数をＦとする。幅は、チャンネル周波数スパ
ン、例えば、５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、２０ＭＨｚ、等を定義する。中心周波数は、チャン
ネルが包含する周波数のスパンの中点で定義される。ある場合において、チャンネル割当
モジュールは、基礎をなすスペクトルユニットの中心周波数と一致するようチャンネルを
設置するが、他の手法で異なる設置規則を採用してもよい。
【００３８】
　Ａ．２．例示的通信装置
　図４に進み、本図は、図１で示される非特権エンティティの任意の１つを実施例するた
めに使用できる代表的な通信装置４００の概観を示す。例えば、通信装置を使って、非特
権エンティティＷ１１０（ある場合において、スレーブモードで動作する）または非特権
エンティティＺ（ある場合において、マスタモードで動作する）を実施例することができ
る。通信装置４００は、任意のタイプの装置、即ち、より一般にはパーソナルデスクトッ
プコンピュータ装置、ラップトップコンピュータ装置、携帯端末（PDA）形式コンピュー
タ装置、携帯電話形式コンピュータ装置、ゲームコンソール装置、セットトップボックス
装置、ルータ形式装置、サーバ形式装置、等の電気的処理構成の装置に対応でき、または
統合できる。
【００３９】
　通信装置４００は、無線（例えば、ラジオ）通信を介して、他の装置と通信するための
無線対話モジュール４０２を含む。無線対話モジュール４０２は、順に走査モジュール４
０４および主要通信モジュール４０６を含むことができる。チャンネル割当手順の一部と
して、走査モジュール４０４は、利用可能なチャンネルの存在および利用可能なチャンネ
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ルの品質を発見するために、スペクトル（たとえば、ＴＶスペクトル）を走査できる。チ
ャンネル発見手順の一部として、走査モジュール４０４は、割当運用チャンネル、例えば
、アクセスポイント装置と関連するチャンネルの存在に対して、適正なスペクトル（例え
ば、ＴＶスペクトル）を走査できる。切断取扱手順の一部として、走査モジュール４０４
は、通知情報の存在に対してスペクトルを走査できる。通知情報は、通信している別の通
信装置が別のチャンネルに移動したことを通信装置４００に知らせる。
【００４０】
　主要通信モジュール４０６により、通信装置４００はチャンネル上のデータパケットお
よび非データメッセージを１つまたは複数の他の通信装置に送受信することが可能になる
。主要通信モジュール４０６は、指定の中心周波数および幅を有するチャンネルに同調で
きる。次に説明する図８は、主要通信モジュール４０６の動作に関する付加的情報を提供
している。無線通信の任意な機構および方法は、主要通信モジュール４０６により採用可
能である。
【００４１】
　幾つかのモジュールは、無線対話モジュール４０２に送受信される情報を処理する。例
えば、現稼動検知モジュール４０８は、走査モジュール４０４により該モジュールに提供
される信号に基づき、特権エンティティの存在を検知する。一実施例において、現稼動検
知モジュール４０８は、信号でテルテールパターンを検知することにより、この動作を実
行する。このテルテールパターンは、テレビ送信および無線マイクロフォン送信等の特権
エンティティにより生成される送信を示す。ある場合において、現稼動検知モジュール４
０８は、時間ドメインから周波数ドメインに変換された信号の種類で動作することにより
、その解析を実行できる。（追加で、または代替的に、非特権エンティティは、特権エン
ティティの存在を他の機構を使用して、例えば上記のように、ジオロケーションデータベ
ースを調べることにより判定することができる。）
【００４２】
　通信管理モジュール４１０は、通信装置４００により実行される通信の態様全てを規定
する。例えば、一時的に図５へ進んで、通信管理モジュール４１０は、チャンネル割当モ
ジュール５０２、チャンネル発見モジュール５０４、および切断管理モジュール５０６を
含むことができる。チャンネル割当モジュール５０２は、１つまたは複数の通信装置間で
通信に使用する適正なチャンネルを選択する。チャンネル発見モジュール５０４は、既に
割当てられているチャンネル（例えば、アクセスポイント装置と関連するチャンネル）の
存在を発見する。切断管理モジュール５０６は、予め割当ててあるチャンネルが１つまた
は複数の通信セッション関係者により（例えば、チャンネルが特権エンティティにより「
占拠」されたため、または他の何らかの理由で）喪失されたことを検知すると、多様なタ
スクを実行する。セクションＢ（下記）は、チャンネル割当モジュール５０２(図９～図
１１参照)、チャンネル発見モジュール５０４(図１３および図１４参照)、および切断管
理モジュール５０６(図１５および図１６参照)の例示的動作を詳細な記述で提供する。図
５の「・・・」なる表記は、本図には例示していないが、通信管理モジュール５０６が追
加のコンポーネントを包含してよいことを表示している。
【００４３】
　図４に戻り、インターフェースモジュール４１２は、任意のタイプの処理構成４１４を
通信装置４００の他のコンポーネントと対話的に結合するのに使用される。例えば、イン
ターフェースモジュール４１２は、無線対話モジュール４０２への情報の送信および無線
対話モジュール４０２からの情報の受信に使用されるドライバ構成を部分的に表わすこと
が可能である。処理構成４１４は、例えば、コンピュータ装置等が提供する任意のタイプ
のアプリケーションモジュール（図示なし）を表すことが可能である。例えば、処理構成
４１４は、無線対話モジュール４０２からのデータを送受信するラップトップコンピュー
タ装置が提供するウェブブラウザプログラムを表すことが可能である。
【００４４】
　図６に進み、本図は、走査モジュール４０４から受信する信号を基本として、通信装置
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４００が実行できる処理の高レベルビューを示す。時間対周波数変換モジュール６０２は
、時間ドメイン表現から周波数ドメイン表現に信号を、例えば、高速フーリエ変換（FFT
）技術または同様の技術を使用して変換する。通信装置４００は、元の時間ドメインの信
号の解析を実行するための時間ドメイン（TD）構成６０６と同様に、周波数ドメインの信
号の解析を実行するための周波数ドメイン（FD）構成６０４を含む。例えば、現稼動検知
モジュール４０８は、周波数ドメインの解析を実行するためのＦＤ構成６０４を使用でき
る。チャンネル発見モジュール５０４および切断管理モジュール５０６は、時間ドメイン
で解析を実行するためＴＤ構成６０６を（以下に記述されるように）使用できる。時間ド
メインで解析を実行するためにＴＤ構成６０６を使用することは、ある点で、例えば、Ｔ
Ｄ構成６０６は周波数ドメインへの信号の変換および周波数ドメインの信号の解析を要求
しないため、ＦＤ構成６０４より効率がよい。
【００４５】
　例えば、チャンネル発見モジュール５０４によるＴＤ構成６０６の使用を考える。一つ
の可能性のある戦略において、チャンネル発見モジュール５０４は、幅および中心周波数
の各可能性のある順列を、該モジュールがチャンネルを発見するまで詳細に調べることに
より、チャンネルの幅および中心周波数を決定できる。即ち、チャンネル発見モジュール
５０４は、主要通信モジュール４０６を使用して、各起こり得る中心周波数およびチャン
ネル幅に連続して同調し、次に、アクセスポイント装置または同様の装置により発信され
るビーコンの存在に対するこの候補チャンネルを「傾聴する」ことができる。この手法は
、一対一照合戦略として特徴づけられる。その戦略では、チャンネル発見モジュール５０
４はチャンネルのハイポテンシャルな「位置」を識別し、次に特定の中心周波数およびチ
ャンネル幅に進み、チャンネルが実際にその位置に存在するか判定できる。
【００４６】
　上記の手法は、潜在的に多くの順列処理を取り込む可能性がある。一つの例において、
総計３０個の５ＭＨｚチャンネル、２８個の１０ＭＨｚチャンネル、および２６個の２０
ＭＨｚチャンネルがある。このことは、比較的多くの候補チャンネルを詳しく調べること
を明示している。
【００４７】
　チャンネル発見モジュール５０４は、最初はチャンネルの特定の特性が不可知であるチ
ャンネルを検知するためのより有効な手法を適用することができる。この手法において、
チャンネル発見モジュール５０４は、ある検索戦略に従う継続的な方法（下記に、さらに
詳細に記述）でスペクトルユニットを詳しく調査することにより、利用可能なスペクトル
を詳しく調査する。どんなときでも、チャンネル発見モジュール５０４は、特定のスペク
トルユニット、例えば、特定のＴＶチャンネルから採られるサンプルを表す走査モジュー
ル４０４からの信号を受信する。チャンネル発見モジュール５０４が、チャンネルの存在
を明らかにする当該特定のスペクトルユニット上の特性信号を検知すると仮定する。本局
面において、チャンネル発見モジュール５０４は、スペクトルユニットがチャンネルの少
なくとも一部であるという限定された結論に達することがあり得る。一つの可能性は、検
知されたチャンネルをスペクトルユニット内に完全に含有することである。しかし、チャ
ンネルは推測的でわからない可変の幅を有する可能性がある。そこでチャンネルがさらな
るスペクトルユニットにわたり広がるという別の可能性がある。
【００４８】
　どのような場合においても、本プロセスを通してチャンネル発見モジュール５０４は、
上記の方法で様々なチャンネル幅および中心周波数を「試用」せずに、少なくともチャン
ネルの存在を検知した。言い換えれば、チャンネル発見モジュール５０４は、例えば、個
々のＴＶスペクトルユニットサイズに対応する調査ユニットのような、単一幅調査ユニッ
トを基本とする利用可能なスペクトルを介して系統的に進めることができる。この解析全
体は、走査モジュール４０４が与える信号を基本に時間ドメインで実行できる。
【００４９】
　チャンネルの存在を検知した後、チャンネル発見モジュール５０４は、検知したチャン
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ネル特性に関する追加の情報を引き出すことができる。例えば、チャンネル発見モジュー
ル５０４は、時間ドメイン解析を使用して、少なくともチャンネルの幅を推測できる。こ
の手法で、チャンネル発見モジュール５０４は、特定のスペクトルユニットにわたる走査
モジュール４０４が受信する信号でテルテールパターンを検知する。チャンネル発見モジ
ュール５０４は、次にテルテールパターンの特性に基づくチャンネルの少なくともチャン
ネル幅を引き出すことができる。
【００５０】
　例えば、図７の信号を考える。走査モジュール４０４は、無線周波数（RF）信号の生サ
ンプルを提供するが、各サンプルは一対の（Ｉ、Ｑ）と関連している。図７は、時間の関
数として、サンプル
【００５１】
【数１】

【００５２】
の振幅をプロットして形成される信号を示す。この信号は、チャンネル幅と相互に関連す
る中で１つまたは複数の特性パターンを含む。例えば、単なる一つの例示的場合において
、信号は、データパケット７０２の送信、続いて、幅７０６を有する確認メッセージ７０
４の送信を明らかにしている。間隔７０８は、データパケット７０２の終点を確認メッセ
ージ７０４の始点から分離する。ある場合において、確認メッセージ７０４の幅７０６、
および／または間隔の幅７０８は、使用中のチャンネル全体の幅に比例してよい。この相
互関係を基本に、チャンネル発見モジュール５０４は、確認メッセージ７０４の幅７０６
および／または間隔の幅７０８を測定することにより、チャンネルの幅を推測できる。セ
クションＢは、チャンネル発見モジュール５０４が時間ドメイン解析を使用して、チャン
ネルを発見するのに使用できる２つの検索戦略に関してさらなる詳細を提供する。上記の
方法でチャンネルの特性の検知後、チャンネル発見モジュール５０４は、主要通信モジュ
ール４０６を使用してチャンネルに同調し、そのビーコン信号を復号化できる。
【００５３】
　上記で提示した例は、単に一特定の例示プロトコルに適用する。他のプロトコルにおい
て、信号の他の特徴は、チャンネル特性（例えば、幅および／または中心周波数）と相互
に関連を持つことができる。一般に、時間ドメイン解析が効率的であることに留意するが
、その理由は、その解析により、例えば全ての可能なチャンネルの順列を精査する必要な
く、チャンネルが組み込む単一のスペクトルユニットを調査することにより、チャンネル
発見モジュール５０４がチャンネルの特性を決定できるためである。
【００５４】
　チャンネル発見モジュール５０４は、スライディングウィンドウ７１０を使用して、時
間ドメインで信号の特性を検知できる。即ち、チャンネル発見モジュール５０４は、スラ
イディングウィンドウ７１０が包含するサンプルの移動平均を実行し、次にその移動平均
の結果を基本にして検知を行なう。この動作は、確実に、チャンネル発見モジュール５０
４が、信号内のパターンを正確に検知することを支援する、即ち、短期間の誤った信号イ
ベントにより影響を受けない。チャンネル発見モジュール５０４は、スライディングウィ
ンドウ７１０の幅を、確認メッセージ７０４の間隔７０８および幅７０６より小さく設定
することができる。この幅により、データパケット７０２の終点、確認メッセージ７０４
の始点、確認メッセージ７０４の終点等の移動平均を正確に検知できる。例えば、チャン
ネル発見モジュール５０４は、移動平均が規定の閾値より下がると、パケットの終点を検
知できる。チャンネル発見モジュール５０４は、移動平均が規定の閾値を超えるとパケッ
トの始点を検知できる。
【００５５】
　次に、切断管理モジュール５０６によるＴＤ構成６０６の使用を考える。切断管理モジ
ュール５０６は、チャープ型信号または同様の信号のような通知情報に関連するテルテー
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ル信号を決定するために、走査モジュール４０４が生成した信号を試験することができる
。チャープ型信号は、該信号がそのチャンネルを喪失（例えば、特権エンティティがチャ
ンネルを「占拠」したため）したことを通信装置４００に通知するため別の通信装置より
送信される。一実施例において、その通知情報に関連するテルテール信号は、また信号を
送った通信装置の身元（を特定する情報の意味）を符号化もできる。例えば、テルテール
信号の長さを使用して、送信側の固有性を符号化できる。送信側の固有性を検知すること
により、切断管理モジュール５０６は、時間ドメインで、該信号が送信側との以前の通信
関係を有しているか判定することができる。通信関係がないなら、切断管理モジュール５
０６は信号を解析する時間をさらに費やす必要がなくなる。
【００５６】
　通信装置４００は、ＴＤ構成６０６が実行する時間解析をさらに使用できる。上記した
実施例は、代表的であり、完全に網羅したものでなく、および非限定的である。
【００５７】
　図８へ進んで、本図は、図４で紹介したように、主要通信モジュール４０６の一例示的
実施例を示す。主要通信モジュール４０６は、幅Ｗおよび中心周波数Ｆが定義したチャン
ネル上のデータパケットおよび非データメッセージを送受信する。主要通信モジュール４
０６は、通信構成８０２および周波数変換モジュール８０４を含む。
【００５８】
　通信構成８０２は、主要通信モジュール４０６が送信した情報をフォーマットし、主要
通信モジュール４０６が受信した情報を解釈する。ある場合において、通信構成８０２は
、放送で送信した（および受信した）信号の周波数ドメインと一致しない可能性がある周
波数ドメインで動作する。このシナリオに適応させると、主要通信モジュール４０６は、
周波数変換モジュール８０４を含むことができる。送信経路上で、周波数変換モジュール
８０４は、通信構成８０２が受信した信号を放送上で送信用の適正な周波数にアップコン
バートまたはダウンコンバートのどちらか一方を行う。受信経路上で、周波数変換モジュ
ール８０４は、通信構成８０２が期待する適正な周波数に適合させるため、放送上で受信
した信号をアップコンバートまたはダウンコンバートのどちらか一方を行う。
【００５９】
　主要通信モジュール４０６は、また特定のチャンネルの幅Ｗおよび中心周波数Ｆにより
定義される特定のチャンネルに同調する。主要通信モジュール４０６は、１つまたは複数
の基準クロック、および１つまたは複数の関連する位相同期回路（PLL）等を調節するこ
とにより、この動作を実行できる。チャンネル幅が変化すると、主要通信モジュール４０
６の動作の多様な他の特性に影響を及ぼす可能性がある。したがって、主要通信モジュー
ル４０６は、また適正なパラメータ値をチャンネル幅の関数として、例えば、選択された
チャンネル幅の関数として、適正なパラメータテーブル等をロードすることにより、選択
できる。チャンネル幅を調節するための代表的な一技術は、米国における特許文献１、出
願番号12/163,187,発明の名称「無線ネットワークの実行を向上させるためのチャンネル
幅の調整」,出願日2008年6月27日,発明者：Paramvir Bahl,Ranveer Chandra,Ratul Mahaj
an,Thomas Moscibroda,and Ramya Raghavendra,に記述されている。
【００６０】
　一特定の代表的実施例において、主要通信モジュール４０６の態様は、ISMバンドで動
作するWi-Fi構成に使用される事前に確立した構成上で構築できる。この場合、周波数変
換モジュール８０４は、Wi-Fi通信に適正な信号とＴＶスペクトル通信に適正な信号との
間で変換ができる。別の実施例において、主要通信モジュール４０６は、ＴＶスペクトル
（または、他の対象スペクトル）で動作するため、元来設計した適正な構成をWi-Fi構成
または他の既存の通信構成を採用すること無しに提供できる。
【００６１】
　Ｂ．例示的プロセス
　図９～１６は、フローチャート様式の環境１００および通信装置４００の動作を説明す
る手順を示す。環境１００および通信装置４００の動作の基礎をなす特定の原理は、セク
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ションＡで既に記述しており、したがって、このセクションでは、幾つかの動作を要約の
方法で的をしぼる。
【００６２】
　Ｂ.１．チャンネルの割当
　図９から開始して、本図は、利用可能なスペクトル内の候補チャンネルの集まりからチ
ャンネルを選択する場合のチャンネル割当モジュール５０２による使用のための手順９０
０を示す。この手順９００は、第２のノードに連通している任意な第１のノードにより実
行できる。しかし、記述を簡潔にかつ容易にするために、手順９００は、通信を行う対象
である他の通信装置に対するマスタの役割を担うであろうアクセスポイント装置（例えば
、図１の非特権エンティティＺ１１６）のコンテクストで説明される。
【００６３】
　まず最初に、矢印９０２は、アクセスポイント装置が、多様な誘発イベントに応答して
、手順９００を開始できることを示している。１イベントは既存チャンネルの喪失に対応
している。チャンネルは、そのチャンネルで動作を始める特権エンティティの出現により
失われる可能性がある。ある場合において、アクセスポイント装置は、チャンネルの喪失
を直接検知できる。別の場合において、別の通信装置がチャンネルの喪失を検知し、通知
情報をアクセスポイント装置に送り、チャンネル喪失についてそのアクセスポイント装置
に警告する。
【００６４】
　別のイベントは、チャンネルの、例えばそのチャンネル等でのトラフィックの増加によ
る悪化に対応する。このイベントは、チャンネルの完全な喪失とは一致しないかも知れな
いが、このことは、むしろチャンネルが（質が優れている可能性がある）他のチャンネル
に対して望ましい状態でなくなってしまったことを示している。一実施例において、アク
セスポイント装置は、他の利用可能なチャンネルに対してその選択されたチャンネルの質
を周期的に試験でき、別のチャンネルが優れた性能を有するなら切替えを開始する。
【００６５】
　別のイベントは、アクセスポイント装置の起動に対応している。さらなる他のイベント
が、手順９００の開始を誘発してもよい。
【００６６】
　動作の最初の概略的段階９０４では、アクセスポイント装置が有用性解析を実行する。
アクセスポイント装置は、使用権利があるスペクトルのどの部分に決定するかの有用性解
析を実行する。ある場合において、アクセスポイント装置は、特権エンティティが現在使
用していないスペクトルのそれらの部分を決定するために有用性解析を実行する。
【００６７】
　動作の第２の概略的段階９０６では、アクセスポイント装置が適合性解析を実行し、利
用可能なスペクトル内の候補チャンネルのグループから、利用可能なチャンネルを選択す
る（ここで、利用可能なスペクトルが、概略的段階９０４で実行する有用性解析により定
義されている）。アクセスポイント装置は、候補チャンネルの適合性を試験し、最も望ま
しいと考えられるチャンネルを選択して、適合性解析を実行する。
【００６８】
　次に、手順９００の内で順を追って各動作を調べてみると、ブロック９０８で、アクセ
スポイント装置はローカルの有用性情報を生成する。ローカルの有用性情報は、アクセス
ポイント装置へ利用可能なスペクトルの部分を（即ち、アクセスポイント装置の「視点」
から）指示する。アクセスポイント装置は、走査モジュール４０４および現稼動検知モジ
ュール４０８を使用してこの動作を実行し、スペクトル内の特権エンティティの存在を検
知できる。特権エンティティにより占有されていないスペクトルの部分は、アクセスポイ
ント装置の視点からローカルの有用性情報を定義する。アクセスポイント装置は、また上
記の任意の代替機構を使用して、そのスペクトルマップを決定できる。
【００６９】
　ブロック９１０で、アクセスポイント装置は、当該装置自体と通信関係を有する他の通
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記の方法で、例えば、それ独自の走査モジュール４０４および現稼動検知モジュール４０
８を使用して、または上記の何らかの代替機構を介して、有用性情報を形成できる。他の
通信装置の各々は、アクセスポイント装置へその有用性情報をいかなる方法でも、例えば
、主要チャンネルのメッセージ、バックアップチャンネルのメッセージ、等として転送で
きる。しかし、アクセスポイント装置が最初に起動する場合、該装置は他の通信装置と何
ら確立した関係を有さない可能性がある。この場合、アクセスポイント装置は、他の通信
装置から有用性情報を取得せずに、チャンネルを選択できる。
【００７０】
　ブロック９１２で、アクセスポイント装置は、通信セッション関係者全てに利用可能で
あるスペクトルを識別する。アクセスポイント装置は、ブロック９０８および９１０で取
得される有用性情報の論理交差を取り込むことによりこの動作を実行する。例えば、各通
信装置のローカルの有用性情報は、順番に、１および０のベクトルの様式を取ることがで
きるスペクトルマップとして表現できる。値０は、スペクトルユニットが利用可能ではな
いことを示し、値１は利用可能であることを示すことができる。アクセスポイントは、こ
れらのスペクトルマップの論理交差を形成して、全ての通信関係者に利用可能なスペクト
ルユニットを指示する最終のスペクトルマップを生成できる。
【００７１】
　ブロック９１４で、アクセスポイントは、（有用性解析段階で決定した）利用可能なス
ペクトル内の各候補チャンネルに対する適合性評価を計算することにより、その動作の適
合性段階を開始する。
【００７２】
　ブロック９１６で、アクセスポイントは、通信を行なうチャンネルを選択する。ある場
合において、アクセスポイントは、最も望ましいと思われる適合性評価を有するチャンネ
ルを選択する。
【００７３】
　図１０は、一例示的および非限定的な場合において、チャンネル割当モジュール５０２
は各候補チャンネルの適合性評価を如何に生成できるかを説明する手順１０００を示す。
【００７４】
　ブロック１００２で、チャンネル割当モジュール５０２は、詳しく調査するために候補
チャンネルを識別できる。図３の記述を基本に、チャンネルは、任意の幅を持つことがで
き、幾つでも基礎となるスペクトルユニット（例えば、ＴＶチャンネル）にまたがること
ができることを思い出して頂きたい。
【００７５】
　ブロック１００４で、解析下にある候補チャンネルが複数のスペクトルユニット（例え
ば、ＴＶチャンネル）にまたがっていると仮定する。ある場合において、チャンネル割当
モジュール５０２は、個々のスペクトルユニットに対して適合性評価を実行することによ
り、進むことができる。ある場合において、チャンネル割当モジュール５０２は、特定の
スペクトルユニットの適合性評価を以下の式のように計算できる。
【００７６】
【数２】

【００７７】
　ここで、ρｎ（ｃ）は、ノードｎ（例えば、アクセスポイント装置）の視点からのスペ
クトルユニットｃの適合性評価を表す。
【００７８】
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【数３】

【００７９】
は、ノードｎの視点からのスペクトルユニットｃの放送時間稼働率の単位である。
【００８０】
【数４】

【００８１】
は、スペクトルユニットｃに対して、ノードｎと競合する幾つかの他のノードまたはエン
ティティ（例えば、他のアクセスポイント装置）である。即ち、これは、ノードｎが幾つ
の他のエンティティとどのくらい競合しなければならないかを定義する。式（１）は、特
定のスペクトルユニットの適合性評価ρｎ（ｃ）は、（
【００８２】

【数５】

【００８３】
に基づく）最初の値の最大値と（
【００８４】

【数６】

【００８５】
に基づく）２番目の値の最大値を取ることにより形成されることを示す。
【００８６】
　形式的でない記載によると、ρｎ（ｃ）は、スペクトルユニットｃを中心周波数Ｆおよ
び幅Ｗが定義するチャンネル内に含有するなら、ノードｎが受信するであろうスペクトル
ユニットｃの期待される共有分を表している。式（１）は、何時でも適時に、ノードｎが
スペクトルユニットｃ上で送信できる確率が、少なくとも残余放送時間
【００８７】
【数７】

【００８８】
であることを示す。しかし、各スペクトルユニットで、ノードｎは、また、（値
【００８９】
【数８】

【００９０】
により反映される）他のアクセスポイント装置と競合する場合、放送時間のその「公平な
共有量」を得ることも期待できる。チャンネル割当モジュール５０２は、ノードｎが各送
信時機にスペクトルユニットｃを使用できる確率の予測として、これら２つの値の最大値
を取ることができる。
【００９１】
　チャンネル割当モジュール５０２は、その走査モジュール４０４を使用するスペクトル
ユニットｃの稼働率をサンプリングすることにより、放送時間稼働率量
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【００９２】
【数９】

【００９３】
を生成できる。
チャンネル割当モジュール５０２は、任意の基準または複数の基準を基本に稼働率を定義
できる。例えば、チャンネル割当モジュール５０２は、所与の時間間隔でスペクトルユニ
ット上で送信されている情報の量を基本とした稼働率を評価できる。代替的に、または追
加で、チャンネル割当モジュール５０２は、特定の通信装置がスペクトルユニット、等に
アクセスを許可される時間量を基本として、稼働率を評価できる。チャンネル割当モジュ
ール５０２は、各アクセスポイント装置により、スペクトルユニット上で送信されている
信号を検知することにより、スペクトルユニットを使用している他のノード
【００９４】

【数１０】

【００９５】
の数を指示することが可能である。チャンネル割当モジュール５０２は、セクションＡで
上述された時間ドメイン解析手法を使用して、これら測定値の態様を実行できる。
【００９６】
　チャンネル割当モジュール５０２は、調査中のチャンネルと関連する各スペクトルユニ
ットｃの上記解析を実行する。
【００９７】
　ブロック１００６で、チャンネル割当モジュール５０２は、次に、その構成要素である
スペクトルユニットの適合性評価を組合わせることにより、全体のチャンネルの適合性評
価を形成する。ある場合において、チャンネル割当モジュール５０２は、チャンネルの適
合性評価を以下の式のように生成できる。
【００９８】

【数１１】

【００９９】
　ここで、ＭＣｈａｍｎ（Ｆ，Ｗ）は、全体として、ノードｎの視点からの候補チャンネ
ルの適合性評価である。候補チャンネルは、中心周波数Ｆおよび幅Ｗを有する。ＳＦは、
スケールファクタであり、例えば、ある場合において、５ＭＨｚである。
【０１００】
　形式的でない記載によると、ρｎ（ｃ）は、ＴＶスペクトルユニットｃの予想される共
有分を表しているため、チャンネル（Ｆ、Ｗ）の各ＴＶスペクトルにわたるこれら共有分
の積は、チャンネル全部に対して予想される共有分となる。この値は、ある場合において
、精査されたチャンネルの最適な容量、例えば、Ｗ＝５ＭＨｚにより見積もられる。即ち
、この手法は、基準点として５ＭＨｚチャンネルを使用するが、それはその基準点が単一
ＴＶスペクトルユニットに収まるためである。一般に、任意の候補チャンネルに対するＭ
Ｃｈａｍｎ（Ｆ，Ｗ）適合性評価は、チャンネルに対する現在の要求に関係するが、結局
は、構成要素であるそのスペクトルユニットと関連する
【０１０１】

【数１２】

【０１０２】
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および
【０１０３】
【数１３】

【０１０４】
測定値を反映する。
【０１０５】
　２つの例を考える。ある場合においては、背景干渉がない、またはチャンネル（Ｆ，Ｗ
）の任意な部分を占有している他のアクセスポイント装置がないと仮定する。ここで、Ｍ
Ｃｈａｍｎ（Ｆ，Ｗ）が、最適なチャンネル容量まで減らす。即ち、Ｗ＝５ＭＨｚに対し
ＭＣｈａｍｎ（Ｆ，Ｗ）＝１、Ｗ＝１０ＭＨｚに対しＭＣｈａｍｎ（Ｆ，Ｗ）＝２、およ
びＷ＝２０ＭＨｚに対しＭＣｈａｍｎ（Ｆ，Ｗ）＝４である。
【０１０６】
　別の例において、（Ｆ，Ｗ＝２０ＭＨｚ）により定義されるチャンネルを考える。チャ
ンネルがまたぐ５つのＴＶスペクトルユニットの中から、３つが背景干渉なし、１つが１
つの競合アクセスポイント装置および０．９の放送時間稼働率を有し、ならびに１つが０
．２の放送時間稼働率を有する１つの競合アクセスポイント装置であると仮定する。ＭＣ
ｈａｍｎ（Ｆ，２０ＭＨｚ）＝４・０．５・０．８＝１．６。即ち、適合性評価は、概略
で空きのある５ＭＨｚチャンネルの１．６倍に相当するこのチャンネルでスループットを
予測する。
【０１０７】
　全ての候補チャンネルに対するＭＣｈａｍｎ（Ｆ，Ｗ）適合性評価を計算後、チャンネ
ル割当モジュール５０２は最も望ましい（例えば、最高の）適合性評価を有するチャンネ
ルを選択できる。
【０１０８】
　図１１は、チャンネル選択を他の通信関係者に伝え、チャンネル選択の成果を査定する
ための手順１１００を示す。
【０１０９】
　ブロック１１０２で、アクセスポイント装置は、そのチャンネル選択を該装置が通信上
の関係を有する他の通信装置に通信する。アクセスポイント装置は、ビーコン信号または
他のタイプのメッセージを使用して、チャンネル選択を伝えることができる。通信装置は
、バックアップチャンネルで、または発見手順（以下に記述）等を使用して、チャンネル
選択を受信できる。チャンネル選択を受信すると、通信装置は、アクセスポイント装置と
対話するとき、チャンネルを使用することができる。
【０１１０】
　ブロック１１０４で、アクセスポイント装置は、選択されたチャンネルの性能を査定で
きる。アクセスポイント装置は、様々な方法でこの査定を実行できる。ある場合において
、アクセスポイント装置のチャンネル評価モジュール５０２は、周期的に他の利用可能な
チャンネルを走査でき、これら他のチャンネルの上記ＭＣｈａｍｎ（Ｆ，Ｗ）適合性評価
を計算できる。次に、アクセスポイント装置は、他のチャンネルと関連する適合性評価を
、選択されて使用中であるチャンネルと比較できる。
【０１１１】
　ある場合において、アクセスポイント装置は、それ独自の測定値だけを基本に、選択さ
れたチャンネルのＭＣｈａｍｎ（Ｆ，Ｗ）適合性評価を判定できる。言い換えれば、アク
セスポイント装置は、アクセスポイント装置それ自体の「視点」から行なわれた測定値を
基本にして、ＭＣｈａｍｎ（Ｆ，Ｗ）適合性評価を計算できる。別の場合において、アク
セスポイント装置は、他の通信装置が行なった測定値を考慮することにより、選択された
チャンネルのＭＣｈａｍｎ（Ｆ，Ｗ）適合性評価を生成できる。
【０１１２】
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　例えば、図１を参照して、非特権エンティティＺ１１６が、図９および図１０の手順の
ように選択されたチャンネルθ上の非特権エンティティＷ１１０および非特権エンティテ
ィＸ１１２と通信するアクセスポイント装置であると仮定する。非特権エンティティＺ１
１６は、他の利用可能なチャンネルのＭＣｈａｍｎ（Ｆ，Ｗ）適合性評価に関係して、選
択されたチャンネルθのＭＣｈａｍｎ（Ｆ，Ｗ）適合性評価のそれ独自の計算だけを基本
として、選択されたチャンネルθの効率を計算できる。あるいは、非特権エンティティＺ
は、また、選択されたチャンネルθの非特権エンティティＷ１１０が生成したＭＣｈａｍ
ｎ（Ｆ，Ｗ）適合性評価、および選択されたチャンネルθの非特権エンティティＸ１１２
が生成したＭＣｈａｍｎ（Ｆ，Ｗ）適合性評価の受信もできる。非特権エンティティＺは
、次に、非特権エンティティＺ１１６、Ｗ１１０、およびＸ１１２が提供する３つの適合
性評価を平均して、選択されたチャンネルθの最終のＭＣｈａｍｎ（Ｆ，Ｗ）適合性評価
を計算できる。
【０１１３】
　別の場合において、アクセスポイント装置は、選択したチャンネルを含んで、複数の利
用可能なチャンネルに対して平均化手順を実行できる。この手法において、各通信関係者
は、各候補チャンネルのＭＣｈａｍｎ（Ｆ，Ｗ）適合性評価を計算でき、１組のＭＣｈａ
ｍｎ（Ｆ，Ｗ）適合性評価をアクセスポイント装置に送信できる。アクセスポイント装置
は、次に各利用可能なチャンネルの平均適合性評価を生成し、平均適合性評価を基本とし
て、最も適正なチャンネルを選択できる。それについて、図１０に示す手順（ここに、初
期チャンネルが選択されている）では、また上記平均化手順を使用するための修正もでき
る。即ち、アクセスポイント装置は、初期チャンネルを選択するとき、他の通信装置が生
成する適合性評価を考慮できる。
【０１１４】
　さらにもう一つの実施例において、他の通信装置は、それらの生の測定値（例えば、そ
れらの
【０１１５】
【数１４】

【０１１６】
および
【０１１７】
【数１５】

【０１１８】
測定値）をアクセスポイント装置に送信でき、アクセスポイント装置は、（他の通信装置
にＭＣｈａｍｎ（Ｆ，Ｗ）適合性評価を生成することを要求する代わりに）他の通信装置
に代わってＭＣｈａｍｎ（Ｆ，Ｗ）適合性評価を計算できる。さらに、他の実施例が可能
である。
【０１１９】
　ブロック１１０６で、アクセスポイント装置は、ブロック１１０４で行なわれた計算に
応答して適正な訂正動作を起こす。例えば、アクセスポイント装置は、以前使用していた
チャンネル（例えば、新規チャンネルに切替える前の使用中のチャンネル）に切替を戻す
ことを決定できる。このことは、特権エンティティが「占拠」したからではなく、以前使
用していたチャンネルは、質の理由で放棄されたと仮定されている。
【０１２０】
　Ｂ.２．時間ドメイン解析
　図１２は、任意の通信装置のＴＤ構成６０６が実行できる時間ドメイン処理の概観を提
供する手順１２００である。ある場合において、チャンネル発見モジュール５０４は、こ
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の解析を使用し、アクセスポイント装置に関連するチャンネルを検知する。別の場合にお
いて、切断管理モジュール５０６は、この解析を使用して、通信装置がそのチャンネルを
喪失したことを警告する通知情報を検知する。さらに他の用途が可能である。
【０１２１】
　ブロック１２０２で、通信装置は、特性信号の発生のための時間ドメインでスペクトル
ユニットを詳しく調査する。上記のように、当該の一特性信号は、スペクトルユニットの
１つにオーバーラップする通信チャンネルの存在を表示できる。特性信号は、あるメッセ
ージの継続時間または様々なイベント間にある間隔、等に対応する特性パターンをさらに
含むことができる。上記の別の特性信号は、チャープ型信号のような、通信装置にチャン
ネルの喪失を通知する信号に対応する。
【０１２２】
　ブロック１２０４において、図１２では特性信号がチャンネルの存在に対応する場合を
扱っている。この場合、チャンネル発見モジュール５０４は、チャンネル境界がスペクト
ルユニットそれ自体により定義されない（即ち、例えば、チャンネルが１つまたは複数の
さらなるスペクトルユニット上を延在する可能性がある）かもしれないが、個々のスペク
トルユニットを試験することにより、連続してチャンネルの存在を検知している。
【０１２３】
　ブロック１２０６で、通信装置は、ブロック１２０２で検知された特性信号を基本とし
て情報を引き出す。ある場合において、通信装置はブロック１２０２で検知された特性信
号を基本とする少なくともチャンネルの幅を引き出す。別の場合において、通信装置は、
通信関係者がブロック１２０２で検知された特性パターンを基本として、その通信チャン
ネルを喪失したという結論を形成する。
【０１２４】
　ブロック１２０８において、通信装置は、ブロック１２０４で引き出されていた情報を
基本とする通信のある態様を規定する。例えば、ブロック１２０６は、装置間で通信を行
なえるようブロック１２０４で検知されていたチャンネルを使用することが必要になる可
能性がある。または、ブロック１２０６は、以前のチャンネルが喪失されていることを検
知された場合、別のチャンネルの確立の手順を呼出すことが必要になる可能性がある。
【０１２５】
　Ｂ．３．チャンネルの発見
　図１３は、線形検索戦略を使用してチャンネルを発見するための手順１３００を示す。
一つの代表的および非限定的場合において、この手順は、アクセスポイントと通信を確立
するため、試行を行なっている通信装置により実行されることが可能である。図１３の場
合において（および、図１４の場合において）、チャンネル発見モジュール５０４は、チ
ャンネルの一部である任意の個々のスペクトルユニットの「有利な位置」からチャンネル
の存在を検知できる。したがって、チャンネル発見モジュール５０４は、（セクションＡ
で）上述された一対一照合手法を使用して様々なチャンネル順列を詳しく調査する必要は
なく、時間ドメインの単一サイズの調査ユニットを使用して、利用可能なスペクトルの走
査を実行することにより、チャンネルの存在を検知できる。
【０１２６】
　ブロック１３０２において、通信装置のチャンネル発見モジュール５０４は、スペクト
ルユニットインデックスｎを整数値１に設定する。
【０１２７】
　ブロック１３０４において、チャンネル発見モジュール５０４は、スペクトルユニット
の線形シーケンスにおいてスペクトルユニットｎに進む。最初は、ｎ＝１であるため、チ
ャンネル発見モジュール５０４は、スペクトルユニットのシーケンスにおいて、最初のス
ペクトルユニットを試験する。
【０１２８】
　ブロック１３０６において、チャンネル発見モジュール５０４は、例えば、特性信号が
このスペクトルユニット上で検知されるかを判定することにより、スペクトルユニットｎ
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がチャンネルを含むかを判定する。この局面において、スペクトルユニットはチャンネル
を含んでいないと判定されていると仮定する。
【０１２９】
　ブロック１３０８において、チャンネル発見モジュール５０４は、スペクトルユニット
ｎが解析に利用可能な最後のスペクトルユニットか判定する。そうであるなら、かつチャ
ンネルが検知されていないなら、チャンネルは全く見つかっていないという結論で手順は
終結する。もしスペクトルユニットｎが最後のスペクトルユニットでないなら、ブロック
１３０８において、ｎは１ずつ増加し、上記手順は次のスペクトルユニットｎに対して繰
りされる。
【０１３０】
　チャンネル発見モジュール５０４が、最終的にはスペクトルユニットの少なくとも一部
上で送信されているチャンネルを発見すると仮定する。そうであるなら、ブロック１３１
０で、チャンネル発見モジュール５０４は、スペクトルユニットから取得した特性信号と
関連する特性パターンを試験する。即ち、チャンネル発見モジュール５０４は、特性パタ
ーンを基本とするチャンネルの幅Ｗを計算する。チャンネルの幅は、上記の方法で、例え
ば、データパケットおよび確認メッセージ間の間隔の長さからおよび／または確認メッセ
ージそれ自体の継続時間から幅を引出すことにより生成可能である。
【０１３１】
　チャンネル幅Ｗが、サンプリングした周波数Ｆｓで実行した解析を基本として検知され
ると仮定する。一般に、チャンネルの中心周波数Ｆは、Ｆｓの誤り限界±Ｅ内に生じ、こ
こで、ＥはＷ／２に対応する。線形検索戦略において、チャンネル発見モジュール５０４
は、低周期から高周期まで規則的で連続的な形状に進捗する。それ故に、チャンネルの中
心周波数Ｆは、最終的にＦｓ＋Ｅである。それ故に、線形検索戦略において、チャンネル
発見モジュール５０４は、信号を復号化せずに、時間ドメイン解析からＷとＦの両方を計
算できる。
【０１３２】
　上記の方法でチャンネルの特性を検知した後、チャンネル発見モジュール５０４は、チ
ャンネルに同調し、そのビーコン信号を復号できる。
【０１３３】
　発見の線形モードにおいて、チャンネルが発見されるまでの予想される繰返し回数はＮ
ｓｕ／２であり、ここで、Ｎｓｕは走査されるべきスペクトルユニット回数、例えば、走
査されるべきＴＶチャンネル回数である。最悪の場合には、繰返し回数はＮｓｕである。
【０１３４】
　図１４は、スタッガ検索戦略を使用して、チャンネルを発見するための手順１４００を
示す。この場合にも、あるシナリオにおいて、この手順は、アクセスポイント装置と通信
を確立するために試行している通信装置により実行されることが可能である。この場合、
線形連続した各スペクトルを詳細に調査する代わりに、チャンネル発見モジュール５０４
が、幅クラス毎ベースで、スペクトルユニットを試験する。即ち、チャンネル発見モジュ
ール５０４は、最大可能チャンネル幅を有するチャンネルの存在に対するスペクトルを、
最初に詳細に調査することにより動作する。この性質のチャンネルが見つからないなら、
チャンネル発見モジュール５０４は、その次に大きなチャンネル幅を有するチャンネルの
存在に対するスペクトルを詳しく調査する。このプロセスは、残りの未試験のスペクトル
ユニットが、最小可能チャンネル幅を有するチャンネルの存在に対して詳細に調査される
まで、継続する。可能性がある各チャンネル幅は、チャンネル幅クラスを定義する。
【０１３５】
　ブロック１４０２で、チャンネル発見モジュール５０４は、最大可能チャンネル幅、例
えば、（単に一説明例において）２０ＭＨｚ、に対応するチャンネル幅インデックスを設
定する。
【０１３６】
　ブロック１４０４で、チャンネル発見モジュール５０４は、インデックスｍを整数値１
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に設定する。インデックスｍは、特定の幅クラスに関連するスペクトルユニットのグルー
プを介して、シーケンスに使用される。
【０１３７】
　ブロック１４０６で、チャンネル発見モジュール５０４は、選択された幅クラスのスペ
クトルユニットｍに進む。この動作は、１つまたは複数のスペクトルユニットを飛ばすこ
とを伴う場合がある。例えば、幅クラスが幅２０ＭＨｚに対応していると仮定する。この
場合、チャンネル発見モジュール５０４は、１度に４つのスペクトルユニットを飛ばすこ
とにより、利用可能なスペクトルを通って進む。チャンネル発見モジュール５０４は、別
の繰返しまで（即ち、他の繰返しが最終的に実行されるということなら）、それが飛越え
るスペクトルユニットを詳しくは調査しない。
【０１３８】
　ブロック１４０８で、チャンネル発見モジュール５０４は、該モジュールが進むスペク
トルユニットが、既に前の調査で（前の繰返しで）詳しく調査がされているか、判定する
。そうであるなら、次に、この場合にもそれを詳しく調査する必要がなく、手順１４００
は、このスペクトルユニットを飛ばして動作し、幅クラスの次のスペクトルユニットに進
む。
【０１３９】
　ブロック１４１０で、スペクトルユニットがまだ試験されていないと推定して、チャン
ネル発見モジュール５０４はスペクトルユニットがチャンネルを含有しているか、例えば
、それがチャンネルに関連する特性信号を含有しているか判定することにより、判定する
。この局面において、スペクトルユニットがチャンネルを含有していないと仮定する。
【０１４０】
　ブロック１４１２で、チャンネル発見モジュール５０４は、スペクトルユニットｍが、
現在試験中である幅クラス、例えば始めに２０ＭＨｚ幅クラスで、最後のスペクトルユニ
ットであるかを判定する。そうでないなら、ブロック１４１４で、チャンネル発見モジュ
ール５０４は、それが上記の動作を繰返すとインデックスｍをｍ＋１に増やす。例えば、
２０ＭＨｚチャンネルクラスの場合、チャンネル発見モジュール５０４がスペクトルユニ
ットｘをちょうど試験したなら、それは次にはスペクトルユニットｘ＋５を試験するが、
その理由として、この幅クラスに対し、各々の繰返しで、それが４つのスペクトルユニッ
トを飛ばすためである。
【０１４１】
　あるいは、ブロック１４１０で、チャンネル発見モジュール５０４が、幅クラスで最後
のスペクトルユニットにそれが進んだことを判定すると推定する。そうであるなら、ブロ
ック１４１６で、チャンネル発見モジュール５０４は、次に、それに到達したチャンネル
ユニットは、試験される最後のスペクトルユニット全体であるかを尋ねる。そうであるな
ら、次に、チャンネル発見モジュール５０４は、手順１４００を終結し、チャンネルが見
つからなかったという結論に至る。
【０１４２】
　あるいは、もしスペクトルユニットが最後のスペクトルユニット全体でないなら、ブロ
ック１４１８で、チャンネル発見モジュール５０４はクラス幅インデックスを１つ減少さ
せる。これは、チャンネル発見モジュール５０４が、例えば１０ＭＨｚのような、その次
に最小のチャンネル幅に対して、上記の手順を繰り返すよう促す。１０ＭＨｚの場合、チ
ャンネル発見モジュール５０４は、１度に２つのスペクトルユニットを飛ばすことにより
、スペクトルユニットを介して順序付けをする。上記のように、もしチャンネル発見モジ
ュール５０４が、前の繰返しでスペクトルユニットを既に試験していたと判定するならば
（例えば、前のクラス幅に対して）、この場合にも、それを再試験する必要がない。チャ
ンネル発見モジュール５０４は、そのクラス幅に対して、その次のスペクトルユニットに
移動する。
【０１４３】
　上記手順は、幅クラス毎の原則で、連続的にスペクトルユニットを通して走査すること
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により進む。チャンネルが発見されないなら、チャンネル発見モジュール５０４は、最終
的に最小可能チャンネル幅、例えば、一例において、５ＭＨｚに到達する。
【０１４４】
　ブロック１４２０は、チャンネル発見モジュール５０４が、最終的にスペクトルユニッ
トの１つをオーバーラップするチャンネルを検知すると、最終的に呼び出される。チャン
ネル発見モジュール５０４は、次に、図７に関して上述したように、検知された特性信号
の特性パターンの時間ドメイン解析を基本にして、チャンネル幅を推測することができる
。
【０１４５】
　しかし、スタッガ検索戦略の場合、チャンネル発見モジュール５０４は、図１３の場合
のような線形仕様ではなく、スタッガ仕様のスペクトルユニットを介して移動している。
このことは、チャンネル発見モジュール５０４が、線形モードの動作に対して上記の方法
でチャンネルの中心周波数を、最終的に判定できないことを意味する。その代りに、チャ
ンネル発見モジュール５０４は、検知されるチャンネル付近のスペクトルを試験して、チ
ャンネル上で送信されているビーコンを復号できる。この情報から、チャンネル発見モジ
ュール５０４は、チャンネルの中心周波数および他の適正な情報を取得する。言い換えれ
ば、チャンネル発見モジュール５０４は、小さい範囲内のチャンネルの存在を絞り込むこ
とができる。チャンネル発見モジュール５０４は、引き続いてこの範囲内の様々な中心周
波数を介して進み、チャンネルの実際の中心周波数を発見する。
【０１４６】
　発見手順のスタッガバージョンの予想発見時間は、
【０１４７】
【数１６】

【０１４８】
で示すことができる。予想繰返し数は、
【０１４９】

【数１７】

【０１５０】
である。ここで、Ｎｓｕは走査するスペクトルユニット数であり、ＮＷは処理する幅クラ
ス選択数（例えば、図３に示す例のＮＷ＝３）である。両アルゴリズムは、ＮＷの最悪の
場合の発見時間を有する。
【０１５１】
　Ｂ.４.切断管理
　図１５に進み、この図はチャンネル喪失を伝える切断管理モジュール５０６により実行
される手順１５００を示す。例えば、通信装置は、この手順１５００を使用して、通信装
置のアクセスポイント装置に該装置がそのチャンネルを喪失したことを警告できる。通信
装置がそのチャンネルを喪失する可能性の１つの理由は、特権エンティティが（チャンネ
ルをオーバーラップする任意のスペクトルユニット上の）チャンネルを使用して送信して
いることが突然発見されることである。このことは、特権エンティティが通信をたった今
開始したことが原因である可能性がある。あるいは、特権エンティティが通信装置等の周
辺にたった今移動した可能性がある。どのような場合においても、特権エンティティはチ
ャンネルを「占拠」する。
【０１５２】
　ブロック１５０２で、通信装置は、特権エンティティが他の通信関係者と通信するため
に、通信装置が使用しているチャンネルで、たった今通信を行なっていることを検知する
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。通信装置は、現稼動検知モジュール４０８と連動する通信装置の走査モジュール４０４
を使用して又は他の何らかの機構を使用して、この判定を行なえる。通信装置は、送信と
関連付けられているテルテール署名を基本として、他の通信と特権エンティティから発す
る送信を区別できる。
【０１５３】
　ブロック１５０４で、通信装置は、特権エンティティを検知すると使用中のチャンネル
から即座に切断する。
【０１５４】
　ブロック１５０６で、通信モジュールは、その他の通信関係者、例えばそのアクセスポ
イント装置に、それら装置にチャンネルの喪失のことを警告するために、通知情報を送る
。ある場合において、通信モジュールは、主要チャンネルを使用して他の関係者に、例え
ば、それがこの主要チャンネルを放棄する直前に、このメッセージを送ることができる。
別の場合において、通信モジュールは、バックアップチャンネルを使用して、他の関係者
にこのメッセージを送ることができる。アクセスポイント装置は、事前に、通信装置に、
そのビーコンメッセージの一部として、または別のメッセージの一部として、このチャン
ネルの存在を知らせることができる。バックアップチャンネル自体が、特権装置に「占拠
」され、それ故に利用できなくなるというリスクがある。この場合、通信装置は、任意の
他の代替チャンネル上で通知メッセージを送信できる。
【０１５５】
　ある場合において、通信装置は、チャープ型信号を使用して、受信装置がチャンネルの
喪失を指示するメッセージを容易に解釈できるという通知情報を送信できる。ある場合に
おいて、通知情報は、また通知情報を送っている通信装置の固有性を符号化することもで
きる。例えば、通信装置は、通知情報を送信するのに使用される信号の長さを変調するこ
とにより、送信側の固有性を符号化できる。
【０１５６】
　図１６は、別の通信装置が送った通知情報を検知し、その通知情報を基本にして起動す
る手順１６００を説明している。例えば、限定はされないが、アクセスポイント装置は、
その通信装置の１つからの通知情報を受信すると、手順１６００を実行できる。
【０１５７】
　ブロック１６０２で、アクセスポイント装置は、通信装置からの通知情報を検知する。
ある場合においては、アクセスポイント装置は、そのバックアップチャンネルおよび代替
チャンネルもまた周期的に走査することにより、この動作を実行する。アクセス装置は、
上記の時間ドメイン解析のタイプと連動する走査モジュール４０４を使用して、このタス
クを実行できる。このようにして、検知する動作は、アクセスポイント装置が実行する他
の通信タスクを必要以上に妨害しない。アクセスポイント装置が通知情報（例えば、チャ
ープ型信号）を検知すると、当該装置が主要通信モジュール４０６をバックアップチャン
ネルに同調し、チャープ信号のコンテンツを復号化できる。
【０１５８】
　ブロック１６０４で、アクセスポイント装置は、上記のチャンネル割当手順を呼び出し
、通信装置との通信を行う際に使う別のチャンネルを割当てる。他の通信装置は、それら
のスペクトルマップ等をバックアップチャンネルを用いてアクセスポイント装置に通信で
きる。
【０１５９】
　ブロック１６０６で、アクセスポイント装置は、その通信装置に新規のチャンネル選択
を、例えば、アクセスポイント装置が送信するビーコン信号内で、またはアクセスポイン
ト装置が送信する何らかの他のメッセージを使用して、伝えることができる。
【０１６０】
Ｃ.代表的な処理構成
　図１７は、上記の機能の任意の態様を実施例するために使用できる例示の電気的処理構
成１７００を説明する。図４を参照して、例えば、図１７で示される処理構成１７００の
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理構成１７００は、１つまたは複数の処理装置を含む任意のタイプの計算装置に対応でき
る。
【０１６１】
　処理構成１７００は、１つまたは複数の処理装置１７０６と同様にＲＡＭ１７０２およ
びＲＯＭ１７０４のような、揮発性および不揮発性メモリを含むことができる。処理構成
１７００は、また必要に応じてハードディスクモジュール、光ディスクモジュール、等の
ような、多様な媒体装置１７０８をも含む。処理構成１７００は、処理装置１７０６が、
メモリ（例えば、ＲＡＭ１７０２、ＲＯＭ１７０４、または他のもの）が維持する命令を
実行する場合、上記で識別された多様な動作を実行できる。さらに一般に、命令および他
の情報は、限定ではないが、静的メモリ記憶装置、磁気記憶装置、光学的記憶装置、等を
含む、任意のコンピュータ可読媒体１７１０に格納できる。用語であるコンピュータ可読
媒体は、また複数の記憶装置をも包含する。用語であるコンピュータ可読媒体は、また第
１の場所から第２の場所に、例えば、有線、ケーブル、無線送信、等を用いて送信する信
号をも包含する。
【０１６２】
　処理構成１７００は、またユーザから多様な入力を（入力モジュール１７１４を介して
）受信するための、およびユーザに多様な出力を（出力モジュールを介して）提供するた
めの入出力モジュール１７１２も含む。ある特定の出力機構は、プレゼンテーションモジ
ュール１７１６および関連のＧＵＩ（graphical user interface）１７１８を含んでよい
。処理構成１７００は、また１つまたは複数の通信管路１７２２を介して他の装置とデー
タを交換するため、１つまたは複数のネットワークインターフェース１７２０を含むこと
もできる。１つまたは複数の通信バス１７２４は、上記コンポーネントと通信可能に結合
する。
【０１６３】
　本構成は、特権エンティティおよび非特権エンティティの間で共有される任意の環境の
例示的コンテクストで記述されたが、本構成の態様は、またこの特性を有していない他の
環境においても適用できる。
【０１６４】
　さらに一般に、本主題は、構造的特徴および／または方法論的動作に固有である文言で
記述されたが、添付された請求項で定義された本主題は、上記の固有の特徴または動作に
必ずしも限定されないことは理解されるべきである。むしろ、上記固有の特徴および動作
は、特許請求の範囲を実施例するための形式例として開示されている。
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